
 

 

  
 

 生活困窮時食料等提供事業  
今年 1 月、当センターで行っている生活困窮者（生活費がない等）を対象とした食

料等提供支援についてお知らせいたしました。その後、11 件の相談があり相談へ来ら
れた方や関係機関の方たちからの相談で食料等提供支援を実施しました。 

   

 

 

第７号（２０１７年７月発行） 

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会）からのお知らせです。 

   当センターでは、生活困窮者自立支援事業の業務運営に関する適切な情報提供等を行い、 

定期的に広報誌【すてっぷ】を発行しています。 

この広報誌を通じ、当センターの事業への理解や周知につながれば幸いです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会） 

【ＴＥＬ】０９５２－７５－３５９３ 【ＦＡＸ】０９５２－７５－６５９０ 

【相談時間】８：３０ ～ １７：００   ※休み…土・日・祝・年末年始 

北島（主任相談支援員）・陣内（自立相談支援員）・小野原（家計相談支援員） 

※食料等提供支援事業とは・・・多久市に居住する生活困窮者（生活保護世帯を除く）が緊急かつ一

時的に生計の維持及び食料の確保が困難となった場合に数日間過ごせる程度の食材を提供する生活

困窮時食料等提供事業のことです。 

当事業の対象と思われる生活困窮者の方は、当センターをご紹介ください。その他、

お問い合わせなどお気軽にご相談ください。  

 

市民の皆様からたくさんの缶

詰、玄米等の支援物資の提供をし

ていただきました。心より感謝申

し上げます。提供した皆様から

も、助かったなどの感謝のお言葉

を頂き大変喜ばれていました。 

支援物資につきましては、社協

だより等を通じて各企業や市民

の方々にご協力を募っておりま

す。事業に賛同し物資提供にご協

力いただける方は、当センターま

でご連絡いただければ幸いです。 

 

文責：小野原（相談支援員）  


